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事業名 担当課・局・室名

私立学校運営費補助 私学振興・青少年課 2 / 14

私立高等学校授業料減免補助 私学振興・青少年課 3 / 14

私立幼稚園保育料減免補助 私学振興・青少年課 4 / 14

大分県私学協会補助 私学振興・青少年課 5 / 14

日本私立学校振興･共済事業団補助 私学振興・青少年課 6 / 14

私立学校教職員退職金財団補助 私学振興・青少年課 7 / 14

緊急雇用私立高校生就職支援事業 私学振興・青少年課 8 / 14

私立学校施設耐震化促進事業 私学振興・青少年課 9 / 14

労働講座等教育費 労政福祉課 10 / 14

ものづくりスペシャリスト育成推進事業 教育財務課 11 / 14

県立学校施設整備事業 教育財務課 12 / 14

高校改革推進事業 高校教育課 13 / 14

地域「協育力」向上支援事業 社会教育課 14 / 14

施策名：県民総ぐるみによる教育の推進

ページ



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

4,554,363 4,608,885 4,695,226 4,881,381

4,546,363 4,600,885 4,687,226 4,873,381
うち一般財源 3,829,725 3,923,495 3,991,502 4,102,677
うち繰越額

8,000 8,000 8,000 8,000

0.80 0.80 0.80 0.80

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

82 83

２５年度
最終達成

(　　年度)
18,341

18,420

100.4%

２３年度 ２５年度

252 255

千円/人 千円/人

事業名 私立学校運営費補助 事業期間 昭和 ４５ 年度～平成 年度

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
幼稚園・小学校・中学校・高等学校を設置する学校法人等

現状・課題
　少子化の進行に伴い、県内の私立学校における児童（幼児）生徒確保が課題となっており、学校運営は厳
しさを増している。魅力ある学校づくりと多様な人材の育成ができる

私立学校運営費補助 私立学校の運営に要する経常的経費に対する助成（53法人）

直接補助
学校法人

社会福祉法人

総コスト

個性輝く私立学校づくり 進学、就職、文化・スポーツ等への取組及び実績に対する 事業費

助成（14法人）

過疎地域対策 過疎地域の高校に対する運営費助成（2法人） 職員数（人）

障害児教育対策 心身障がい児の教育に要する人件費等助成（26法人）

教育改革推進事業 教育改革の取組に要する経費助成（49法人）

（スクールカウンセラー、預かり保育等） 人件費

※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

達成率

［事業の成果等］

事業の成果
　本事業の実施により、保護者負担の軽減を図り、学校経営の健全性を確保する
とともに、児童（幼児）・生徒の教育条件の維持向上に寄与した。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

私立学校数（校）

102.1% 101.4%

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

県内私立学校に通う児童等の数
（人）

目標値 17,718 18,085 18,420

達成実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

18,085 18,341

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図っている
（拡大困難）

・ヒアリングにより学校法人から学校運営や教育内容等を聴取 総コスト

・魅力ある学校づくりへの努力を学校に自らアピールさせる場を設定 ／

・私立学校関係団体から意見聴取等を実施 成果指標の実績値

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

教育基本法
私立学校法

　教育基本法の規定により、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんが
み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振
興に努めることとなっている。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 法により県の取り組みとして定められているため

改善計画等

・学校検査の強化等による経理の適正性の確保



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

52,630 53,110 53,599 51,183

51,630 52,110 52,599 50,183
うち一般財源 23,541 24,165 23,875 23,110
うち繰越額

1,000 1,000 1,000 1,000

0.10 0.10 0.10 0.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

1,489 1,514

２５年度
最終達成

(　　年度)
2.65

2.94

90.1%

２３年度 ２５年度

35 35

千円/人 千円/人

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 法により県の取組として定められているため

改善計画等

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

活動指標の実績値（H23:1,518人）

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

教育基本法
　教育基本法により、教育の機会均等を図るため、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経
済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じることとなっている。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

　　私立高等学校における
　　中退率（％）

目標値 3.10 2.90 2.73

概ね達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

2.60 2.66

達成率

［事業の成果等］

事業の成果
　経済的理由により修学が困難な生徒の保護者負担を軽減し、修学の機会の確保
を図った。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

授業料減免対象生徒数（人）

119.2% 109.0%

※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

人件費

職員数（人）

る経費の一部を補助（14法人、1,514人） 学校法人 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

私立高等学校授業料減免補助事業 私立高校を設置する学校法人が行う授業料減免事業に要す 直接補助 私立高校を設置する

事業名 私立高等学校授業料減免補助 事業期間 昭和 ５６ 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
私立高校に在籍する生徒

現状・課題
　修学が困難な生徒は増加傾向にある。また、２２年度から就学支援金制度が導入されたものの、保護者の
授業料負担は残っている。教育機会を確保する

総コスト



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

21,080 21,765 22,210 22,030

20,080 20,765 21,210 21,030
うち一般財源 20,080 20,765 21,210 21,030
うち繰越額

1,000 1,000 1,000 1,000

0.10 0.10 0.10 0.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

47 48 50

２５年度
最終達成

(　　年度)
1.72

1.77

97.2%

２３年度 ２５年度

31 28

千円/団体 千円/人

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 保護者の負担を軽減し、幼児教育を受ける機会を確保するため

改善計画等

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

補助実施人数（H23:673人）

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

なし
　大分県行財政運営ビジョンにおいて、子育て満足度日本一を目指す施策に取り組んでいる。施策を推進す
るうえで、保護者の経済的負担を軽減し、すべての子どもに平等に幼児教育を受ける機会を確保することが
重要であるため、今後も県による実施が必要である。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

2人以上在園する場合の公私立
の納付金格差（倍）

目標値 1.72 1.89 1.77

概ね達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

1.89 1.72

達成率

［事業の成果等］

事業の成果

　私立幼稚園の就園率は年々上がってきており、幼児教育の普及に貢献してい
る。また、補助により公私格差についても縮減しており、保護者負担が軽減され
ている。少子化対策の観点からも、2人以上の子どもを持つ保護者の負担を軽減す
ることは意義が大きい。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

補助対象者数（団体）

91.0% 109.9%

※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

人件費

職員数（人）

部を補助（47設置者、788人） する者 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

私立幼稚園保育料減免補助事業 私立幼稚園設置者が行う保育料減免事業に要する経費の一 直接補助 私立幼稚園を設置

事業名 私立幼稚園保育料減免補助 事業期間 平成 １２ 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興･青少年課

［目的、現状・課題］

目的
私立幼稚園に在籍する園児の保護者

現状・課題
　県下幼稚園児の6割以上が通っている私立幼稚園児の保育料等は公立に比較して約5倍の格差があり、私立
幼稚園に在園する園児の保護者の負担は大きい。教育費の負担が軽減する

総コスト



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

4,300 4,300 4,300 4,300

3,300 3,300 3,300 3,300
うち一般財源 3,300 3,300 3,300 3,300
うち繰越額

1,000 1,000 1,000 1,000

0.10 0.10 0.10 0.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

3,151 3,536

２５年度
最終達成

(　　年度)
18,341

18,420

100.4%

２３年度 ２５年度

1,477 1,216

円/人 円/人

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 法の規定により県の取り組みとして定められているため

改善計画等

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

活動指標の実績値（H23:2,911人）

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

教育基本法
　教育基本法の規定により、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんが
み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振
興に努めることとなっている。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

生徒数（人）

目標値 17,718 18,085 18,420

達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

18,085 18,341

達成率

［事業の成果等］

事業の成果

　私立教職員等に対する研修会の実施に要する経費に対して助成することによ
り、時代の変化に即応した教育内容の充実を図ることができる。また、私学フェ
スタ、私立高等学校体育大会の開催に要する経費に対して助成することにより、
私立学校をアピールし、私立学校に対する県民の理解が深まった。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

教員等研修等事業の参加者数（人）

102.1% 101.4%

ガイダンスに要する経費に対して助成

私立高等学校体育大会事業 私立高等学校生徒を対象とした体育大会の開催に要する 人件費

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

教職員研修事業 私立学校に勤務する教職員に対する研修会の開催に要す

直接補助 大分県私学協会

総コスト

る経費に対して助成 事業費

私学フェスタ事業 私立学校生徒による音楽・演武・神楽等の発表及び進学

経費に対して助成

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
大分県私学協会

現状・課題
　私立学校は、公立学校に比べて教職員研修の機会が少ないため、教職員の資質向上対策が課題である。ま
た、公立に比べて全体として生徒の文化・スポーツ活動を県民にアピールする機会が少ないため、体育大会
等の実施により県民に対する認知度を高め、私立学校全体の振興を図る必要がある。私立学校の振興を図る

事業名 大分県私学協会補助 事業期間 昭和 ４３ 年度～平成 年度



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

30,380 30,530 30,536 30,585

29,380 29,530 29,536 29,585
うち一般財源 29,380 29,530 29,536 29,585
うち繰越額

1,000 1,000 1,000 1,000

0.10 0.10 0.10 0.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

4/1000 4/1000

8/1000 8/1000

２５年度
最終達成

(　　年度)

1,837

２３年度 ２５年度

17 17

千円/人 千円/人

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 法により県の取り組みとして定められているため

改善計画等

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

成果指標の実績値

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

教育基本法
　教育基本法の規定により、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんが
み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振
興に努めることとなっている。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

日本私立学校振興・共済事業団
加入者数（人）

目標値
　目標設定できないのは、加入者数の増加を目的とするも
のではなく、負担軽減を図るためのものであるため。

実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

1,817 1,858

達成率

［事業の成果等］

事業の成果 　学校法人及び加入者の掛金負担の軽減を図った。 活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

負担割合の軽減（幼・小・中・高）

負担割合の軽減（専修学校・各種学校）

※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

人件費

職員数（人）

る経費の一部を補助 共済事業団 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト
日本私立学校振興・共済事業団補助 日本私立学校振興・共済事業団の事業運営の長期勘定に要す 直接補助 日本私立学校振興・

事業名 日本私立学校振興・共済事業団補助 事業期間 昭和 ２９ 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
学校法人及び加入者

現状・課題
　私立学校の経営の安定及び私立学校教職員の福利厚生の充実を図るため、学校法人及び加入者の掛金負担
を軽減する必要がある。掛金負担を軽減する

総コスト



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

77,000 77,000 81,000 81,000

76,000 76,000 80,000 80,000
うち一般財源 76,000 76,000 80,000 80,000
うち繰越額

1,000 1,000 1,000 1,000

0.10 0.10 0.10 0.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

84.9 84.4

２５年度
最終達成

(　　年度)
60

60

100.0%

２３年度 ２５年度

538 523

千円/人 千円/人

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 国公立学校と私立学校の退職金制度の均衡を保ち、優秀な教員を確保するため

改善計画等

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

退職者数（H23:143人、H25:155人）

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

教育基本法
　教育基本法の規定により、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんが
み、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振
興に努めることとなっている。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

財団加入団体数（団体）

目標値 60 60 60

達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

60 60

達成率

［事業の成果等］

事業の成果
　公教育の一翼を担う私立学校教育の振興を図るため、私立学校の退職金制度に
ついて国公立学校の教職員と均衡を保ち、優秀な教員を確保することで、私立学
校の振興を図った。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

教職員と学校法人の掛金負担割合(％)

100.0% 100.0%

※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

人件費

職員数（人）

を助成（退職者数:155人） 金財団 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

私立学校教職員退職金財団補助 退職金財団が会員（学校法人）に給付する退職資金の一部 直接補助 私立学校教職員退職

事業名 私立学校教職員退職金財団補助 事業期間 昭和 ４３ 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
私立学校教職員

現状・課題
　私立学校教育の振興を図るためには優秀な教員の確保が不可欠であり、そのためには国公立学校の教職員
と同等の退職金制度の確保が必要。優秀な教職員を確保する

総コスト



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

22,929 21,452 26,219 32,471

20,929 19,452 24,219 30,471
うち一般財源

うち繰越額

2,000 2,000 2,000 2,000

0.20 0.20 0.20 0.20

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

9 11

２５年度
最終達成

(　　年度)
94.6

96.7

102.2%

２３年度 ２５年度

237 271

千円/pt 千円/pt

事業主体 コスト

私立高校生就職支援事業 各私立高校に就職支援員を配置し、私立高校生に対して
キャリア教育等の就職支援を実施
　委託先：大分県私立中学高等学校協会

全部委託 県

事業名 緊急雇用私立高校生就職支援事業 事業期間 平成 ２１ 年度～平成 ２７ 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
私立高校生

現状・課題
　雇用情勢は依然として厳しい状況が続いており、就職決定率の低下や早期離職者の増加が懸念されてい
る。また、私立高校全体の就職内定率は公立高校全体に比べて低い。私立高校生の就職決定率が向上する

総コスト

人件費

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態

達成率

［事業の成果等］

事業の成果 　就職内定率96.7％を達成し、高水準となった。 活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

就職支援員数（人）

104.2% 97.7%

２３年度 ２４年度 ２６年度

96.8 94.6

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

私立高校生就職決定率（％）

目標値 92.9 96.8 96.7

達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図っている
（拡大困難）

・毎月、就職支援員を集めた連絡会議を開催し、学校の取り組み状況や課題などの 総コスト

　意見交換を実施 ／

成果指標の実績値

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

なし
　安心・活力・発展プラン２００５において、魅力ある私立学校づくりへの支援としてキャリア教育の推進
を掲げているため、今後も県による実施が必要である。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 安心・活力・発展プラン２００５に沿って魅力ある私立学校づくりを支援することが必要であるため

改善計画等

・就職支援員により培われた他校との意見交換その他のノウハウを、学校が引き継げるよう働きかけを強化



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

25,764 90,433 217,086 510,883

19,764 84,433 211,086 504,883
うち一般財源 19,764 84,433 211,086 504,883
うち繰越額 4,220 92,035

6,000 6,000 6,000 6,000

0.60 0.60 0.60 0.60

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

54 59 72 ２７

31 41 48 ２７

２５年度
最終達成

(２７年度)
79.8 90.0

86.4

108.3%

２３年度 ２５年度

2,863 19,735

千円/棟数 千円/棟数

事業名 私立学校施設耐震化促進事業 事業期間 平成 ２１ 年度～平成 年度

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 私学振興・青少年課

［目的、現状・課題］

目的
学校法人

現状・課題 　学校法人の厳しい財政状況もあり、私立学校の耐震化率は86.4％と公立学校に比べて低い。
私立学校の施設の耐震化を推進する

私立学校施設耐震化推進事業 総コスト

事業費

学校法人が実施する幼稚園・小・中・高等学校の校舎等施 直接補助 学校法人

設の耐震補強及び耐震改築工事に要する経費の一部を補助

［事業の成果等］

事業の成果
　補助制度の拡充等により、耐震化が促進され、幼児児童生徒等が安心して学べ
る環境が整備された。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績

人件費

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

耐震化率（％）

目標値 67.8 73.2 83.6

達成 　実績値

最終目標

診断実施棟数　累計（棟）

耐震化完了棟数　累計（棟）

71.1 80.6

達成率 104.9% 110.1%

評価 備考

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

地震防災対策特別措置法
　地震防災対策特別措置法の改正により、国及び地方公共団体は私立学校施設について地震防災上必要な整
備のため財政上及び金融上の配慮をするものとされており、支援が必要である。

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

・耐震化を推進するため、平成２２年度から耐震補強工事補助事業を、２４年度から 総コスト

　耐震改築補助事業を実施 ／

・学校法人へ耐震化の重要性を繰り返し伝え、耐震化への取組を行う気運を醸成 耐震化棟数(H23:9棟、H25:11棟)

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 私立学校の耐震化率は依然として低いため

改善計画等

・国においても、２６年度から２８年度までの３年間の時限措置で、私立の小・中・高等学校における校舎等の耐震改築への補助制度を創設（幼稚園は既に制度有り）

・学校法人への働きかけを強め、大分県地震・津波対策アクションプランの目標年（平成２７年度）までに計画的に耐震化を推進



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

11,356 11,539 11,601 11,821

1,356 1,539 1,601 1,821
うち一般財源 1,356 1,539 1,601 1,821
うち繰越額

10,000 10,000 10,000 10,000

1.00 1.00 1.00 1.00

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

7 7

83 87

２５年度
最終達成

(　　年度)
3,500

6,495

185.6%

２３年度 ２５年度

2 2

千円/人 千円/人

方向性 現状維持 方向性の判断理由 労働関係法令に関するトラブルが散見されるため

・国と県の役割を踏まえ連携して事業を実施（国の役割：使用者への指導監督・全国一律の情報提供、県の役割：県の実情に応じた情報提供）

備考

講座の受講者数（人） 達成 　

達成率 243.5% 190.1%

［県が実施する必要性］

・労働基準、男女雇用機会均等、育児・介護休業、労働･社会保険に関して、出前講座の実施及び啓発資料の活用による情報提供

・これから働くことになる高校生への出前講座を増やすために、高校への講座開催の働きかけ

２５年度までの主な効率化の取組状況 左の計算式

総コスト

／

検証の視点 検証結果

［総合評価］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

個別労働関係紛争解決促進法、男女雇
用機会均等法、パートタイム労働法、
育児･介護休業法

　法律で県は国の施策と相まって地域の実情に応じて、個別労働関係紛争を未然に防止するため、労使への
情報提供を推進するものとされている。また、労働問題は市町村の枠を超えた領域として扱われる事柄であ
り、労働講座等を県内全域で実施する必要があることから、今後も県による実施が必要である。

［実施方法の効率性］

実績値 6,332 5,702

効率性指標

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図っている
（拡大困難）

・ホームページへの掲載や隔月発行への切り替えにより､労働情報機関誌の発行部数
　を削減(Ｈ21～）

成果指標の実績値

学生向け啓発資料の発行（13,000部）

高校生向け名刺判リーフレット発行（13,000部）

達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

目標値

［事業の成果等］

事業の成果
　労働講座と啓発資料を活用した出前講座で計6,495名の受講者があり、労働関係
法令の周知が図られた。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

成果指標

指標名（単位） 評価

労働講座の開催（回）

出前講座の開催（回）

2,600 3,000 4,000

労働者、使用者、学生
現状・課題

　労働時間、休日・休暇、解雇、退職など労働関係法令に関するトラブルが散見されるので、労働関係法令
の情報を提供し、職場でのトラブルを未然に防止しなければならない。労働関係法令を周知する

労働者向け啓発資料の発行（5,000部）

使用者向け啓発資料の発行（5,000部） 人件費

労働講座 労働問題に関する講演会の開催(7回、411名受講） 総コスト

出前講座 労働法令の基礎知識に関する講座開催(87回、6,084名受講） 事業費

啓発資料の発行 労働情報機関誌を隔月発行（500部）

直接実施 県

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ･ﾒﾝﾀﾙ対策啓発資料の発行(5,000部)

改善計画等

事業名 労働講座等教育費 事業期間 昭和 ４０ 年度～平成 年度

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 労政福祉課

［目的、現状・課題］

目的



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

71,840 71,321 73,031 72,862

61,840 61,321 63,031 62,862
うち一般財源 57,472 56,946 57,589 57,282
うち繰越額

10,000 10,000 10,000 10,000

1.00 1.00 1.00 1.00

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

28 17

２５年度
最終達成

(　　年度)
5,625

3,785

67.3%

２３年度 ２５年度

15 19

千円/数 千円/数

［県が実施する必要性］

成果指標

指標名（単位）

 　　　資格取得数（個）
※目標値は農・工業科の生徒数、実績
値は資格取得数

・２６年度の農業系設備については、農業水産高校生チャレンジ支援事業で必要な設備を重点的に整備

・２６年度の工業系設備については、おおいたものづくり人材育成推進事業で必要な設備を重点的に整備

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 今後も生徒のために設備の導入や更新を行っていく必要があるため

改善計画等

・学校からの意見・要望を取り入れながら3年間の計画を策定し整備事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

総コスト

／

成果指標の実績値

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

産業教育振興法 　県立高等学校設備等の整備については、学校設置者である県の責務である。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 効率性指標 左の計算式２５年度までの主な効率化の取組状況

目標値

導入品目（品目）

5,835 5,669

実績値 4,754 5,263

達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度 評価 備考

著しく
不十分

　これまでは資格取得の学習方法を学ばせる狙いも大きく、初級レ
ベルの資格も受験してきたが、より効果的で就職に結びつくような
難易度の高い資格取得を目指したため、実績値が減少した。達成率 81.5% 92.8%

［事業の成果等］

事業の成果
　農業・工業高校において、地元企業への就職が有利となる資格取得等につなが
る実用的な設備の整備を行った。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

　　　　　　　　　　　　　　         (全12校17品目)

直接実施

　 　普通旋盤、ＮＣ入力装置一式、メカトロニクス実習装置、 人件費

　デジタルスケール　など                 

県

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

　ボイラー　など

工業系

県立高等学校施設・設備の整備 農業系

［目的、現状・課題］

目的
農業・工業高校

現状・課題
　地元産業界から即戦力として求められる人材育成には、技術の進歩による新しい設備の導入や老朽化のた
めの設備の更新が必要な状況にある。有為な人材の育成を図っている

総コスト

　フルーツセレクター、乾燥機（水稲用）、籾摺機、 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

事業名 ものづくりスペシャリスト育成推進事業 事業期間 平成 元 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 教育庁　教育財務課



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)
4,087,401 2,791,021 2,540,324 3,189,121

4,006,401 2,710,021 2,459,324 3,108,121

うち一般財源 380,799 939,592 371,158 878,899

高校再編に伴う新築等 うち繰越額 728,857 222,178 221,149 313,368

調査・設計委託ほか 81,000 81,000 81,000 81,000

8.10 8.10 8.10 8.10

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

65 65 ２４

２５年度
最終達成

(２６年度)
21 64

24

114.3%

２３年度 ２５年度

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 施設延命化のための大規模改造、高校再編計画に基づく施設整備等に継続的に取り組む必要があるため

改善計画等

・新大分県総合教育計画に基づき、学校施設の大規模改造、高校再編に伴う施設整備を計画的に実施

・非構造部材耐震対策として、２５年度から2年間で屋内運動場等の天井等落下防止対策を実施

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

一部図っている
（拡大可能）

・２２年度から「総合評価落札方式」を試行

・価格面のみならず品質面でも競争することにより工事の品質確保を促進

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

学校教育法第5条
地方財政法第27条第1項

及び第27条の3

　県立学校の管理については、設置者（県）が管理し、経費負担する。（学校教育法第5条）
　県は、県立高校施設の建設事業の経費を市町村に負担させ、住民に負担を転嫁してはならない。（地財法）
　建設、管理の実施についても、県が直接実施するのが現実的である。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

効率性指標がないのは、学校毎に工事
内容が異なるなど、経費の経年比較が
困難であるため｡

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

非構造部材耐震対策実施校数
（天井等落下防止対策：累計）

（校）

目標値 64

達成
　２４年度は非構造部材耐震対策のうち、家具転倒・移動
防止対策を実施し、全ての学校において対策を完了｡２５年
度及び２６年度は天井等落下防止対策に取り組む｡

実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

達成率

［事業の成果等］

事業の成果
　非構造部材のうち、２４年度には早期対策が可能な家具の転倒・移動防止対策
に取り組み、全ての県立学校において対策を完了した。２５年度は天井等の非構
造部材の耐震化を行った結果、目標値を上回る対策を行うことができた。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

家具の転倒・移動防止対策終了校数（校）

大規模改造 中津東高校他14校

佐伯鶴岡高校車庫・農機具機械実習棟等

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

人件費

直接実施 県

高田高校他23校 総コスト

事業費

非構造部材耐震対策

（天井等落下防止対策）　

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 教育庁　教育財務課

［目的、現状・課題］

目的
県立学校校舎、体育施設等

現状・課題
　構造体の耐震化については２３年度に完了。しかしながら、経年損耗により機能が低下した施設が多く残ってお
り、教育環境が十分に整っている状況にない。また、東日本大震災で被害が発生するなど危険性が再認識された非
構造部材（天井材等）の耐震化に取り組む必要がある。安全・安心で快適に学習できる教育環境が確保されている

事業名 県立学校施設整備事業 事業期間 平成 年度～平成 年度



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

19,120 21,313 13,239 18,567

9,120 11,313 3,239 8,567
うち一般財源 6,233 6,448 1,830 3,749
うち繰越額

10,000 10,000 10,000 10,000

1.0 1.0 1.0 1.0

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

7 6

3 2

２５年度
最終達成

(２７年度)
82.1 94.4

82.1

100.0%

２３年度 ２５年度

239 161

千円/％ 千円/％

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

［総合評価］
方向性 現状維持 方向性の判断理由 適正な配置や規模に近づけるための取組を継続する必要があるため

改善計画等

・別府地域新設高校及び玖珠地域新設高校の開校準備（準備室設置）

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図れない
（見直し困難）

・校務の効率化を図るため学校情報管理システムを開発 総コスト

／

成果指標の実績値

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

なし
　子どもたちが充実した教育環境で高校生活を送ることができるように、高校改革推進計画の「再編整備指
針」に基づき、高校の配置や規模の適正化等を推進することは、県の責務である。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

100.0%

評価 備考

適正規模の高校（1学年あたり
4～8学級）の割合（％）

目標値 80.0 80.0 84.2

達成 　実績値

人件費

80.0 80.0

［事業の成果等］

事業の成果
　佐伯地域新設高校の開校準備室を設置し、開校に向けた準備を進めた。
　別府地域及び玖珠地域新設高校の設置学科等に関する協議を進めた。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

両校協議会の開催回数(回)

新設高校開校支援委員会(回)

成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

達成率 100.0%

新設高校開設のための準備 「後期再編整備計画」に基づく新設校、新設学科の準備
連携型中高一貫教育に係る研究指
定

中高連携による「読解力」を育成するための新教科のカリ
キュラムの実践（安心院高校）

［目的、現状・課題］

目的
県立高校

現状・課題
　少子化に伴う中学校卒業予定者数の減少により1校当たりの学校規模が減少しており、部活動・学校行事等
に支障を来すおそれがあるとともに、社会の変化に応じて生徒の学習ニーズが多様化してきている。学校の配置や規模が適正となっている

総コスト

直接実施 県 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

事業名 高校改革推進事業 事業期間 平成 １６ 年度～平成 ２７ 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 教育庁　高校教育課



対象

意図

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６(予算)

66,476 65,345 65,971 24,317

56,476 55,345 55,971 14,317
うち一般財源 23,585 27,767 28,001 7,612
うち繰越額

10,000 10,000 10,000 10,000

1.00 1.00 1.00 1.00

２４年度 ２５年度 目標値 目標年度

22,215 21,924 36,000

２５年度
最終達成

(２７年度)
91 100

91

100.0%

２３年度 ２５年度

801 725

千円/％ 千円/％

事業名 地域「協育力」向上支援事業 事業期間 平成 ２３ 年度～平成 年度
上位の施策名 県民総ぐるみによる教育の推進

担当課・局・室名 教育庁　社会教育課

「協育」ネットワークの構築を支 直接実施 県

校区ネットワーク会議の設置

「協育」コーディネーター等研修の開催（年3回：延べ236
人参加）

校区ネットワーク会議の設置数（14市町村　76会議）

［目的、現状・課題］

目的
地域住民

現状・課題
　基本的な生活習慣の定着や豊かな心を育む社会体験を充実させるため、学校・家庭・地域のネットワーク
構築の重要性と必要性を感じているが、構築に至らない地域がある。また、地域からの企画の実施や家庭教
育への支援や啓発など、事業の充実・深化についての取組は十分ではない。地域全体で子どもの成長を支援する

総コスト

援 事業費

［事業の実施状況］ （単位：千円）

活動名 活動内容 執行形態 事業主体 コスト

事業の実施 直接補助 各市町村

直接補助 各市町村

「協育」コーディネーターの配置 「協育」コーディネーターの配置数（16市町村　111人） 直接補助 各市町村

人件費

職員数（人）
※「うち一般財源」と「うち繰越額」は重複する場合がある。

83 87

達成率

［事業の成果等］

事業の成果

　「協育」ネットワーク数(124)、ネットーワークの小学校カバー率(91.0％)とも
に前年度を上回り、地域の教育力を生かした活動の拠点となる「校区」ネット
ワーク会議の設置数も増加している。地域との連携の担当教員を校務分掌に位置
づける公立小中学校の割合も拡大し、小学校についてはすべての学校に配置され
た。

活動指標

指標名（単位）
事業の実績 最終目標

子ども支援に参加した地域住民（人）

100.0% 100.0%

学校支援活動の実施(10市町村56本部)、放課後子ども教室
の開設(17市町147教室)、学びの教室の開設(10市町65教室)

［県が実施する必要性］

検証の視点 検証結果 活動根拠 説明

評価 備考

「協育」ネットワークの小学校
カバー率（％）

目標値 83 87 95

達成 　実績値
成果指標

指標名（単位） 達成度 ２３年度 ２４年度 ２６年度

事業の簡素化、実施方法
の見直し（業務の民間委
託など）を図っているか

図っている
（拡大困難）

・研修プログラムを精選し、開催回数は変えずに研修内容を充実 総コスト

／

成果指標の実績値

国・市町村・民間団体と
の役割分担を踏まえ、県
による実施が必要か

県による
実施が必要

社会教育法第6条、学校･家庭･地域の
連携協力推進事業費補助金交付要綱
（文部科学省）

　県が市町村へ間接補助する国庫補助事業であるため。

［実施方法の効率性］

検証の視点 検証結果 ２５年度までの主な効率化の取組状況 効率性指標 左の計算式

［総合評価］
方向性 見直し（２６年度）事業内容の変更 方向性の判断理由 家庭教育支援事業の新規実施と放課後子ども教室・学びの教室の事業分離を図るため

改善計画等

・ネットワークの構築や人材確保等の市町村の抱える課題解決の支援に向けた体制の拡充

・地域が一体となって子どもを見守る環境づくりの整備・拡大

・地域からの企画による学校支援と子どもの保護者の家庭教育力向上に向けた支援の取組を行うことにより、総合的に子どもの成長を支援


